
平成31年 (2019年)4月初日 号外第 16号の3 金沢市 公報 (毎月 3回 1日 11日 21日発行)

。目次 ページ

・告示

0平成2年告示第49号(保存対象物の指定につ

いて)の一部改正について (文化財保護課)

O平成8年告示第54号(民生委員協議会を組織

する区域について)の一部改正について

(地域長寿課) 2 

0平成13年告示第四号(金沢市化製場等に関す

る法律施行条例第6条第 l項の規定による指

定区域について)の一部改正について

(食肉衛生検査所) 2 

0平成12年告示第73号(斜面緑地保全区域及び

斜面緑地保全基準を定めることについて)の

一部改正について (景観政策課) 2 

0平成15年告示第321号(保全眺望点及び眺望

景観保全区域の指定並びに眺望景観保全区域

の眺望景観保全基準を定めたことについて)

の一部改正について ( " ) 2 

0平成22年告示第121号(金沢市における夜間

景観の形成に関する条例の規定に基づく照明

環境形成地域の指定及び当該地域ごとの照明

環境形成基準並びに夜間景観形成区域の指定

及び当該区域ごとの夜間景観形成基準につい

て)の一部改正について ( " 

⑨金沢市告示第160号

£ヒ
Eヨ

2 

0平成25年告示第101号 (風致地区の種別ごと

の区域を定めたことについて)の一部改正に

ついて ( " 

.教育委員会告示

。昭和53年教育委員会告示第 1号(金沢市指定

文化財の指定及びその保持者又は保持団体の

認定について)の一部改正について

(文化財保護課)

O平成23年教育委員会告示第 5号(金沢市伝統

的建造物群保存地区保存条例の規定に基づく

伝統的建造物群保存地区の保存に関する計画

を定めたことについて)の一部改正について

(歴史都市推進課)

O昭和56年教育委員会告示第 5号(金沢市立小

学校児童通学区域)の一部改正について

(教育総務課)

.選挙管理委員会告示

0昭和39年選挙管理委員会告示第18号(金沢市

選挙投票区)の一部改正について

(選挙管理委員会)

刀て

2 

3 

3 

5 

5 

平成2年告示第49号(保存対象物の指定について)の一部を次のように改正し、平成31年 5月 1日から効力を有す

るものとします。

平成31年4月26日

金沢市長 山 野 之 義

表中
金沢市東山 1丁目17I金沢市東山 1丁目17番 7号

経団屋米穀庖..............I/""..-.， ，- ~ -... ._，-. ..............I/""..-.， ，_ ~ -... ._.-.........平成元年4月11日 | を

番7号 | 経団佐一郎

金沢市観音町 1丁目|金沢市観音町 1丁目 6番 4号
経団屋米穀店~:_.' : _ . -. _ I ~ ':_: ~ ~U - ，-_' --- -. I平成元年4月11日

6番4号 | 経団佐一郎

正田善嗣家 平成 2年 4月21日| を
番13号

金沢市東山 1丁目 5I金沢市東山 1丁目 5番13号

正田中
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金沢市観音町 1丁目|金沢市観音町 1丁目 3番 7号
平成 2年 4月21日

3番 7号 正田中
に改める。

⑨金沢市告示第161号

平成8年告示第54号(民生委員協議会を組織する区域について)の一部を次のように改正し、平成31年 5月 1日か

ら効力を有するものとします。

平成31年4月26日

金沢市長 山 野 之 義

表材木地区の項中「主計町」の次に「、観音町 2丁目」を、「尾張町2丁目」の次に「、観音町 1丁目」を加え、

同表馬場地区の項中「東山 3丁目」の次に「、観音町 1丁目」を加える。

⑨金沢市告示第162号

平成13年告示第四号(金沢市化製場等に関する法律施行条例第6条第 1項の規定による指定区域について)の一部

を次のように改正し、平成31年 5月 1日から効力を有するものとします。

平成31年 4月26日

金沢市長 山 里子 之 義

指定区域中「観音堂町」を「観音堂町観音町 1丁目 観音町2丁目」に改める。

⑨金沢市告示第163号

平成12年告示第73号(斜面緑地保全区域及び斜面緑地保全基準を定めることについて)の一部を次のように改正し、

平成31年 5月 1日から効力を有するものとします。

平成31年 4月26日

金沢市長 山 野 之 義

第 1項の表 1の項中「角間新町」の次に「、観音町3丁目」を加え、「、観音町 3丁目」を削る。

⑨金沢市告示第164号

平成15年告示第321号(保全眺望点及び眺望景観保全区域の指定並びに眺望景観保全区域の眺望景観保全基準を定

めたことについて)の一部を次のように改正し、平成31年 5月1日から効力を有するものとします。

平成31年4月26日

金沢市長山 野 之 義

第2項の表 1の項中「観音町 3丁目」を「観音町2丁目」に改め、「卯辰町」の次に「、観音町 1丁目、観音町3

丁目」を加え、同表 2の項中「観音町 3丁目」を「観音町 1丁目、観音町2丁目」に改め、「卯辰町」の次に「、観

音町3丁目」を加え、同表 3-2の項中 「、観音町3丁目」を削る。

⑨金沢市告示第165号

平成22年告示第121号(金沢市における夜間景観の形成に関する条例の規定に基づく照明環境形成地域の指定及び

当該地域ごとの照明環境形成基準並びに夜間景観形成区域の指定及び当該区域ごとの夜間景観形成基準について)の

一部を次のように改正し、平成31年 5月1日から効力を有するものとします。

平成31年 4月26日

金沢市長 山 野 之 義

第 1項の表 3の項中 r}I [岸町」の次に 「、観音町 2丁目」を加え、同表 7の項中「上堤町」の次に「、観音町 1丁

目」を、「神田 2丁目」の次に「、観音町2丁目」を加える。

第4項の表 1の項中「河原市町」の次に「、観音町3丁目」を加え、同表2の項中「観音町3丁目」を「観音町 1

丁目、観音町 2丁目」に改め、「上堤町」の次に「、観音町 3丁目」を加える。

⑨金沢市告示第166号

平成25年告示第101号(風致地区の種別ごとの区域を定めたことについて)の一部を次のように改正し、平成31年
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5月 1日から効力を有するものとします。

平成31年4月26日

公市沢金号外第 16号の3平成31年(2019年)4月初日

の

金沢市長山 野 之 義

を加え、同表第 2種風致地区の項中「角間新町」の次に「、観音町 3丁目」表第 l種風致地区の項中 「卯辰町」

次に「、観音町 3丁目」を加える。
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Zミ貝教育 委

の一部を

刀て

⑨金沢市教育委員会告示第 5号

昭和53年教育委員会告示第 1号(金沢市指定文化財の指定及びその保持者又は保持団体の認定について)

次のように改正し、平成31年5月1日から効力を有するものとします。

平成31年4月26日

弘口野金沢市教育委員会教育長

けんぽんちゃぐしょぐしようめんこんごうがぞう

絹本著色青面金剛画像
を

指定平成15年9月11日金沢市東山1丁目38番 1号

醤王院
表中

けんぽλあやくしょくしようめんこんごうがぞう

絹本著色青面金剛画像 指定平成15年9月11日金沢市観音町3丁目 4番2号

醤王院

を
指定平成27年4月13日金沢市東山1丁目38番l号

宗教法人醤王院

もくぞうにてんりゅうぞう

木造二天立像

指定平成27年4月13日金沢市観音町3丁目 4番 2号

宗教法人醤王院

もくぞうにてんりゅうぞう

木造三天立像

指定平成29年6月29日金沢市東山1丁目38番l号

宗教法人醤王院
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⑨金沢市教育委員会告示第 6号

平成23年教育委員会告示第5号(金沢市伝統的建造物群保存地区保存条例の規定に基づく伝統的建造物群保存地区

の保存に関する計画を定めたことについて)の一部を次のように改正し、平成31年5月 1日から効力を有するものと

します。

平成31年4月26日

弘
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金沢市教育委員会教育長 野

「、鴬町、観音町 1丁目、 観音町2丁目及び観音町3丁目」に改める。

口

を第 1項第2号中「及び鴬町」
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金沢市東山 1丁目23番17号 (西源寺) 金沢市観音町 2丁目 3番13号(西源寺)

金沢市東山 1丁目23番17号 (西源寺) 金沢市観音町 2丁目 3番13号(西源寺)

金沢市東山 1丁目31番 5号(寿経寺) 金沢市観音町 3丁目 1番 6号 (寿経寺)

金沢市東山 1丁目38番 1号(観音院) 金沢市観音町 3丁目 4番 2号 (観音院)

金沢市東山 1丁目38番 1号(観音院) 金沢市観音町 3丁目 4番 2号 (観音院)

金沢市東山 1丁目l番4号 金沢市観音町 1丁目l番 2号

金沢市東山 1丁目 1番 6号 金沢市観音町 1丁目 1番 4号

金沢市東山 1丁目 1番 8号 金沢市観音町 1丁目 1番 6号

金沢市東山 1丁目l番 8号 金沢市観音町 1丁目 l番 7号

金沢市東山 1丁目 1番 8号 金沢市観音町 1丁目 1番 7号

金沢市東山 1丁目 1番12号 金沢市観音町 1丁目 1番10号

金沢市東山 1丁目17番 7号 金沢市観音町 1丁目 6番4号

金沢市東山 1丁目17番 9号 金沢市観音町 1丁目 6番 7号

金沢市東山 1丁目33番26号 金沢市観音町 3丁目 2番23号

金沢市東山 1丁目33番 2号 金沢市観音町 3丁目 2番 2号

金沢市東山 1丁目33番 6号 金沢市観音町 3丁目 2番 7号

金沢市東山 1丁目33番 9号 金沢市観音町 3丁目 2番12号

金沢市東山 1丁目33番11号 金沢市観音町 3丁目 2番15号

金沢市東山 1丁目33番12号 金沢市観音町 3丁目 2番17号

別表第 1中
金沢市東山 1丁目35番 8号

金沢市東山 1丁目31番 6号
を

金沢市観音町 3丁目 3番 2号

金沢市観音町 3丁目l番 9号
に改め

金沢市東山 1丁目31番10号 金沢市観音町 3丁目 1番14号

金沢市東山 1丁目31番11号 金沢市観音町 3丁目 1番16号

金沢市東山 1丁目23番18号 金沢市観音町 2丁目 3番15号

金沢市東山 1丁目23番19号 金沢市観音町 2丁目 3番16号

金沢市東山 1丁目16番10号 金沢市観音町 2丁目2番 6号

金沢市東山 1丁目15番13号 金沢市観音町 1丁目 5番 6号

金沢市東山 1丁目15番13号 金沢市観音町 1丁目 5番 6号

金沢市東山 1丁目15番 1号 金沢市観音町 1丁目 5番 1号

金沢市東山 1丁目 6番 9号 金沢市観音町 1丁目 4番 5号

金沢市東山 1丁目 6番11号 金沢市観音町 1丁目 4番 7号

金沢市東山 1丁目 5番13号 金沢市観音町 1丁目 3番 7号

金沢市東山 1丁目 5番13号 金沢市観音町 1丁目 3番 7号

金沢市東山 1丁目 5番13号 金沢市観音町 1丁目 3番 7号

金沢市東山 1丁目 5番14号 金沢市観音町 1丁目 3番 8号

金沢市東山 1丁目17番13号 金沢市観音町 2丁目 1番 4号

金沢市東山 1丁目21番 6号 金沢市観音町 2丁目 4番 7号

金沢市東山 1丁目21番 7号 金沢市観音町 2丁目 4番 7号

金沢市東山 1丁目33番 1号 金沢市観音町 3丁目 2番 1号

金沢市東山 1丁目33番12号 金沢市観音町 3丁目 2番16号

金沢市東山 1丁目33番 8号 金沢市観音町 3丁目 2番 9号

る。

別表第 2中 i[金沢市東山 1丁目崎 1号 を i[金沢市観音町 3丁目 4番 2号 に改め

る。
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⑨金沢市教育委員会告示第 7号

昭和56年教育委員会告示第5号(金沢市立小学校児童通学区域)の一部を次のように改正し、平成31年 5月 1日か

ら効力を有するものとします。

平成31年4月26日

金沢市教育委員会教育長 野 口 弘

表兼六小学校の項中 r2 番12号~2 番16号、 5 番 1 号、 5 番 2 号、 5 番11号~6 番 2 号、 6 番 8 号~6 番11号、 15

番 1 号、 15番 11号~16番 1 号、 16番 9 号~23番 2 号、 23番12号~23番20号、 3 1番 1 号~31番 13号、 33番~38番」を

1 17番~22番、 33番~37番」に改め、 「東御影町」の次に「、 観音町 1 丁目、観音町 2 丁目」を加え、同表馬場小学校

の項中 r2 番 1 号~2 番11号、 3 番、 4 番、 5 番 3 号~5 番10号、 6 番 3 号~6 番 7 号、 7 番~14番、 15番 2 号~15

番10号、 16番 2 号~16番 8 号、 23番 3 号~23番11号、 24番~30番、 3 1番 14号~32番」を r2 番~16番、 23番~32番」

に改める。

選 挙管理委員会告示

⑨金沢市選挙管理委員会告示第61号

昭和39年選挙管理委員会告示第18号(金沢市選挙投票区)の一部を次のように改正し、平成31年 5月1日から効力

を有するものとします。

平成31年4月26日

金沢市選挙管理委員会

表第13投票区の項中 r2番12号から16号まで、 5番 1号、 2号、 11号から17号まで、6番 1号、 2号、 8号から11

号まで、 15番 1号、11号から18号まで、 16番 1号、 9号から13号まで、 17番か ら22番まで、23番 1号、 2号、 12号か

ら20号まで、 31番 1号から13号まで、 33番から38番」を r17番から22番まで、33番から37番」に改め、「豊口町」の

次に「、観音町 1丁目、観音町2丁目」を加え、同表第23投票区の項中 r2番12号から16号まで、 5番 1号、 2号、

11号から 17号まで、6番 1号、 2号、 8号から11号まで、15番 1号、11号から18号まで、16番 1号、 9号から13号ま

で、 17番から22番まで、 23番 1号、 2号、 12号から20号まで、 31番 1号から13号まで、 33番から38番」を r17番から

22番まで、 33番から37番」に改める。
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